
■市の健全化判断比率と状況　　　　　 ＜単位：％＞

４指標 市の数値 早期健全化基準 財政再生基準

①実質赤字比率 － 13.49 20.00

②連結実質赤字比率 － 18.49 30.00

③実質公債費比率 6.0 25.0 35.0

④将来負担比率 66.5 350.0

※①と②は、実質収支が黒字のため「－」の表記になります。

■市の資金不足比率と状況　　　　　　 ＜単位：％＞

会計の名称 市の数値 経営健全化基準

①水道事業会計 －

２０．０

②下水道事業特別会計 －

※①と②は、資金不足ではないため「－」　の表記になります。
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入
院
や
外
来
診
療
の
と
き
、
ひ
と
つ
の
医
療
機
関
で
月
額
の
医
療
費
が

高
額
に
な
り
、
自
己
負
担
額
を
超
え
る
場
合
は
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。「
限
度
額
適
用
認
定
証｣

は
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納

が
な
い
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
、
市
役
所
の
窓
口
で
交
付
し
ま
す
。

　

入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
の
前
に
、
必
ず
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
、

次
の
事
由
に
よ
り
、
い
っ
た
ん
医

療
費
を
全
額
負
担
し
た
場
合
に
は
、

申
請
に
よ
り
審
査
で
認
め
ら
れ
た

保
険
給
付
分
の
払
い
戻
し
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
申
請
か
ら
支
給
ま
で

2
～
3
か
月
程
度
か
か
り
ま
す
。

○
旅
行
先
や
急
病
で
、
や
む
を
得

　
ず
保
険
証
を
持
た
ず
に
治
療
を

　
受
け
た
と
き 

○
医
師
が
必
要
と
認
め
た
コ
ル
セ
ッ
ト

　
な
ど
の
治
療
用
装
具
を
作
っ
た
と
き

○
医
師
が
必
要
と
認
め
た
は
り
・

　
き
ゅ
う
・
あ
ん
ま
・
マ
ッ
サ
ー

　
ジ
師
の
施
術
を
受
け
た
と
き 

○
資
格
証
明
書
を
提
示
し
て
治
療

　
を
受
け
た
と
き

○
海
外
渡
航
中
に
治
療
を
受
け
た
と
き

　
※
治
療
目
的
の
渡
航
は
対
象
外
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経
済
的
な
理
由
で
、
保
険
料
の

納
付
が
難
し
い
人
は
、
市
役
所
で

申
請
し
、
年
金
機
構
か
ら
承
認
さ

れ
る
と
、
保
険
料
の
免
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
者
や
配
偶
者
、
世
帯
主
の

前
年
の
所
得
な
ど
を
基
準
と
し

て
、
全
額
免
除
、
４
分
の
３
免
除
、

半
額
免
除
、
４
分
の
１
免
除
が
あ

り
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
受
給
資

格
期
間
に
換
算
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
50
歳
未
満
を
対
象

に
、
本
人
と
そ
の
配
偶
者
の
所
得

状
況
の
み
を
基
準
に
審
査
を
す

る
、
納
付
猶
予
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　

制
度
の
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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■
算
定
期
間
　

　

平
成
29
年
8
月
1
日
～

　

平
成
30
年
7
月
31
日

※
平
成
28
年
8
月
1
日
～
平
成
29

年
7
月
31
日
分
も
申
請
可

■
市
か
ら
通
知
が
届
く
人

　

支
給
対
象
者
で
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
ま
た
は
富
里
市
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
人
に
は
、
平
成

31
年
1
月
～
2
月
頃
に
通
知
を
発
送

し
ま
す
。
通
知
に
基
づ
き
、
国
保
年

金
課
の
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
市
か
ら
通
知
が
届
か
な
い
人

　

次
の
人
は
、
通
知
が
届
か
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
中
の
人

○
平
成
29
年
8
月
1
日
～
平
成
30

　

年
7
月
31
日
の
間
に
、
他
市
町

　

村
か
ら
転
入
し
た
人
や
医
療
保

　

険
が
変
わ
っ
た
人

※
加
入
中
の
医
療
保
険
や
介
護
保

険
の
取
り
扱
い
窓
口
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す

高
額
医
療
・

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

問
●
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国
保
班
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●
高
齢
者
福
祉
課
　
介
護
保
険
班
　

（
93
）
４
９
８
０

※ 1　同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人（低所
　      得者Ⅰを除く）
※２　同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その 
          世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額 80 万   
          円として計算）を差し引いたときに 0 円となる人

■
注
意
事
項

○
自
己
負
担
額
に
は
食
費
や
居
住
費
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
は
含
ま
れ
ま

　

せ
ん
。

○
70
歳
未
満
の
人
の
医
療
費
は
1
か
月
、
２
万
１
千
円
以
上
の
自
己
負
担

　

額
を
合
算
の
対
象
に
し
ま
す
。

○
負
担
限
度
額
を
超
え
た
金
額
が
、
５
０
０
円
以
下
の
と
き
は
支
給
さ
れ

　

ま
せ
ん
。

○
70
～
74
歳
の
人
と
70
歳
未
満
の
人
が
混
在
す
る
世
帯
の
自
己
負
担
限

　

度
額
に
つ
い
て
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

市
の
健
全
化
判
断
比
率
の
状
況

財
政
健
全
化
法
に
基
づ
き
公
表
し
ま
す

　

平
成
29
年
度
決
算
（
2
・
3
ペ
ー

ジ
）
に
基
づ
き
、
健
全
化
判
断
比

率
と
資
金
不
足
比
率
（
以
下
「
財

政
指
標
」）
を
公
表
し
ま
す
。

　

こ
の
財
政
指
標
は
、
地
方
公
共

団
体
の
財
政
が
悪
化
し
た
と
き
に

早
期
健
全
化
す
る
こ
と
を
目
的
に

「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
平
成
29
年
度
決
算
に

基
づ
い
た
健
全
化
判
断
比
率
と

公
営
企
業
の
資
金
不
足
比
率
に
つ

い
て
、
監
査
委
員
の
審
査
を
受
け
、

議
会
に
審
査
意
見
と
と
も
に
報
告

し
ま
し
た
。

　

市
の
数
値
は
、
下
表
の
と
お
り

全
て
の
財
政
指
標
が
早
期
健
全
化

基
準
を
下
回
り
、
昨
年
度
に
続
き

財
政
の
健
全
性
（
健
全
段
階
）
を

示
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
市
で
は
、
財
政
と
経
営

の
健
全
化
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。

■自己負担限度額（月額）70 歳未満

区分 基礎控除後の所得 3 回目までの限度額 4回目以降の限度額（※ 1）

ア 901 万円超 252,600 円＋（総医療費ー 842,000 円）×1％ 140,100 円

イ 600 万円超   901万円以下 167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）×1％ 93,000 円

ウ 210 万円超  600 万円以下  80,100 円＋ ( 総医療費－ 267,000 円）×1％ 44,400 円

エ 210 万円以下 57,600 円 44,400 円

オ 住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

※ 1　12 か月間に、１つの世帯での支給が 4 回以上あったときの 4 回目以降の限度額

※所得の申告が無い場合は上位所得者とみなされ、アの区分に判定されます。

国
保
加
入
者
の

療
養
費
な
ど
の
給
付

国
民
年
金

保
険
料
の
免
除
制
度
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年
単
位
で
「
医
療
保
険
」
と
「
介
護
保
険
」
の
両
方
に
自
己
負
担

が
あ
り
、
そ
の
世
帯
合
計
が
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
申
請
を
す
る

と
、
そ
の
限
度
額
を
超
え
た
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
対
象
者
は
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

所得区分
（総所得金額等）

被用者保険または
国保＋介護保険（70 歳未満）

901 万円超 212 万円

600 万円超 901 万円以下 141 万円

210 万円超 600 万円以下 67 万円

210 万円以下 60 万円

住民税非課税世帯 34 万円

所得区分

（課税所得）

被用者保険または
国保＋介護保険
（70 ～ 74 歳）

後期高齢者医療制度＋
介護保険

（75 歳以上）

現役並み所得者
（145 万円以上）

67 万円

一般 56 万円

低所得者Ⅱ（※1） 31 万円

低所得者Ⅰ（※2） 19 万円

自己負担限度額（月額）

■自己負担限度額（月額）70 歳以上

所得区分
外来（個人単位）

現役並み所得者Ⅲ（課税所得 690 万以上） 252,600 円＋（総医療費－ 842,000 円）×1％【140,100 円】

現役並み所得者Ⅱ（課税所得 380 万以上） 167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）×1％【93,000 円】

現役並み所得者Ⅰ（課税所得145 万以上） 80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）×1％【44,400 円】

一般所得 18,000 円（年間上限 14.4 万円） 57,600 円【44,400 円】

低所得Ⅱ
8,000 円

24,600 円

低所得Ⅰ 15,000 円

※【　】は、12 か月間に 4 回以上高額療養費の支給を受けた場合の 4 回目以降の限度額

※年間上限とは、毎年 8 月 1 日～翌年 7 月 31 日までに外来で支払った医療費の自己負担を個人ごとに合算し、年間上限額を超えた場

合に高額療養費として支給します。

入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
の
前
に
申
請
を

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適
用
認
定
証

外来＋入院（世帯）

4


